
地域医療構想の推進に関する国の動き等 資料１ 

１.「経済財政運営と改革の基本方針2017」(平成29年６月９日 閣議決定) 

[抜粋] 
 地域医療構想の実現に向けて地域ごとの「地域医療構想調整会議」での具体的議論を促
進する。病床の役割分担を進めるためデータを国から提供し、個別の病院名や転換する病
床数等の具体的対応方針の速やかな策定に向けて、２年間程度で集中的な検討を促進する。 

２.地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等2025プラン」策定について 
 （平成29年８月４月付け 医政発0804第２号 厚生労働省医政局長通知） 

[概要] 
・「医療計画の見直し等に関する検討会」(平成28年12月)で、地域医療構想調整会議では、 
 将来の医療提供体制を構築していくための方向性を共有するため、まずは、地域におけ 
 る中心的な医療機関から、その役割の明確化を図り、その他の医療機関は、中心的な医 
 療機関が担わない機能や、中心的な医療機関との連携等を踏まえ、役割の明確化を図る 
 こととされた。 
・１の閣議決定も踏まえ、公立病院は「新公立病院改革プラン」をもとに地域医療構想調 
 整会議に参加し、地域医療構想の達成に向けた具体的な議論を行うとともに、公的医療 
 機関（「新公立病院改革プラン」を策定しない公立病院を含む）は、医療機関の役割等 
 を記載する「公的医療機関等2025プラン」を策定し、これをもとに地域医療構想調整会 
 議で地域医療構想の達成に向けた具体的な議論を行う。 

３.地域医療構想を踏まえた病床の整備に当たり都道府県が留意すべき事 
 項について(平成29年６月23日付け 医政地発0623第１号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知) 

[概要] 
・新たな病床整備を行う際、都道府県医療審議会において既存病床数と基準病床数の関係 
 性だけではなく、地域医療構想の必要病床数も踏まえて議論すること。 
・都道府県医療審議会における議論の際には、地域医療構想調整会議の議論との整合性を 
 確保すること。 
・平成29年度中に、新たに一般病床及び療養病床の整備の検討をする際には、これまで既 
 存病床数に算定されなかった無菌室、ＩＣＵ及びＣＣＵの病床が第７次医療計画では基 
 準病床数に算定されることを踏まえること。 

４.地域医療構想・病床機能報告における回復期機能について(平成29年９月29 

  日付け事務連絡 厚生労働省医政局地域医療計画課） 

[概要] 
・病床機能報告の集計結果と必要病床数との単純な比較により、回復期の病床が大幅に不 
 足すると誤解されていることから、各医療機関には診療の実態に即した病床機能報告を 
 行っていただき、地域医療構想調整会議では各医療機関の診療実績や将来の医療需要の 
 動向を十分分析のうえ、機能分化・連携を進めること。 

〔対応〕11月以降に開催する各構想区域の調整会議において協議する予定 
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６.介護施設・在宅医療等の追加的需要への対応について 

[概要] 
・地域医療構想で推計した「在宅医療等」には、 
 (1)一般病床のうち医療施設以外でも対応可能な患者数 
 (2)療養病床のうち医療施設以外でも対応可能な患者数と地域差解消から発生する患者数 
 (3)現に訪問診療を受けている患者数に高齢化等の影響を考慮した訪問診療の患者推計 
 (4)現に老健施設等でサービスを受けている患者数に高齢化等の影響を考慮した患者推計 
 が含まれている。 
・このうち、(3)と(4)に対応するサービスの受け皿は、推計上それぞれ訪問診療と老健施 
 設等とされている。 
・(1)と(2)については、病床から在宅医療等に移行する新たな需要となるため、「どのよう 
 な受け皿で将来的に対応していくか」を地域の協議の場で協議し、第７次医療計画の在 
 宅医療に盛り込む。 

５.地域医療構想調整会議における議論の進捗状況の把握について(平成29年 

  ６月22日 厚生労働省「医療計画の見直し等に関する検討会」） 

[概要] 
 都道府県の地域医療構想の達成に向けた取組状況や課題について共有し、地域医療構想
調整会議における議論を活性化させるため、厚生労働省は、各都道府県に対して定期（四
半期ごと）に進捗状況を確認する。 

・「医療計画作成指針」平成29年３月31日付け医政発0331第57号厚生労働省医政局長通知（同年７月31 
 日改正） 
・平成29年８月10日付け 医政地発0810第１号、老介発0810第１号、保連発0810第１号 厚生労働省医 
 政局地域医療計画課長、老健局介護保険計画課長、保険局医療介護連携政策課長 連名通知 
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〔対応〕11月中を目途に各構想区域の調整会議において協議する予定 



② 地域医療構想の実現、医療計画・介護保険事業計画の整合的な策定等 
 

 地域医療構想の実現に向けて地域ごとの「地域医療構想調整会議」での具体的議論を促進

する。病床の役割分担を進めるためデータを国から提供し、個別の病院名や転換する病床数

等の具体的対応方針の速やかな策定に向けて、２年間程度で集中的な検討を促進する。これ

に向けて、介護施設や在宅医療等の提供体制の整備と整合的な慢性期機能の再編のための地

域における議論の進め方を速やかに検討する。このような自主的な取組による病床の機能分

化・連携が進まない場合には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在

り方について、速やかに関係審議会等において検討を進める。また、地域医療介護総合確保

基金について、具体的な事業計画を策定した都道府県に対し、重点的に配分する。 

 地域医療構想における2025年（平成37年）の介護施設、在宅医療等の追加的必要量（30

万人程度）を踏まえ、都道府県、市町村が協議し整合的な整備目標・見込み量を立てる上で

の推計の考え方等を本年夏までに示す。 

 

「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年６月９日閣議決定）［抜粋］ 



 

医政発 0804 第 2 号 

平成 29 年 8 月 4 日 

 

（別記の開設主体の長） 殿 

 

厚生労働省医政局長   

 

 

地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等２０２５プラン」策定について（依頼） 

 

 

人口減少や少子高齢化が急速に進展する中で、将来に向けて医療需要が大きく変化

することが見込まれており、地域ごとに適切な医療提供体制の再構築に取り組んでい

くことが必要となっています。 

そのような中、各都道府県は、平成 29 年３月までに地域医療構想（医療法（昭和

23 年法律第 205 号）第 30 条の４第２項第７号に規定する地域医療構想をいう。以下

同じ。）の策定を完了しており、今後、その達成に向けて、構想区域（同号に規定す

る構想区域をいう。）ごとに、地域医療構想調整会議（同法第 30 条の 14 第１項に規

定する協議の場をいう。以下同じ。）を開催し、関係者による議論を進めていくこと

となります。 

地域医療構想調整会議における具体的な議論の進め方については、平成28年 12月、

「医療計画の見直し等に関する検討会」において意見がとりまとめられ、将来の医療

提供体制を構築していくための方向性を共有するため、まずは、地域における救急医

療、小児医療、周産期医療等の政策医療を担う中心的な医療機関から、その役割の明

確化を図り、その他の医療機関については、中心的な医療機関が担わない機能や、中

心的な医療機関との連携等を踏まえ、役割の明確化を図ることとされています。 

病院事業を設置する地方公共団体においては、「新公立病院改革ガイドライン」（平

成 27 年３月 31 日付け総財準第 59 号総務省自治財政局長通知）を参考に、平成 28 年

度中に「新公立病院改革プラン」を策定することとされており、策定した「新公立病

院改革プラン」をもとに、地域医療構想調整会議に参加することで、地域医療構想の

達成に向けた具体的な議論が促進されるものと考えております。 

また、医療法上、都道府県知事は、地域医療構想の達成を図るため、公的医療機関

等（同法第７条の２第１項各号に掲げる者が開設する医療機関をいう。以下同じ。）

に対してより強い権限の行使が可能となっております。 

写 



 

さらに、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構が開設する

医療機関、地域医療支援病院及び特定機能病院については、その設立の趣旨や、地域

における医療確保等の責務に鑑み、今後も地域に求められる役割を果たしていくこと

が期待されます。 

こうした点を踏まえれば、公的医療機関等を始めとする上記の医療機関が、他の医

療機関に率先して、地域医療構想の達成に向けた将来の方向性を示していただくこと

が重要と考えております。 

なお、「経済財政運営と改革の基本方針 2017」（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）にお

いても、個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針を速やかに策定するため、

２年間程度で集中的な検討を促進することとされたところです。 

ついては、貴殿が設置する医療機関について、地域医療構想調整会議における具体

的な議論の促進に資するよう、別添の様式を参考に「公的医療機関等２０２５プラン」

を策定するとともに、策定した「公的医療機関等２０２５プラン」を地域医療構想調

整会議に提示し、具体的な議論を進めていただくよう、貴殿が設置する医療機関に対

し依頼いただきますようお願いします。また、策定したプランについては、地域医療

構想調整会議における協議の方向性との齟齬が生じた場合には見直しを行うなど、地

域の他の医療機関との役割分担や連携体制も含め、構想区域全体における医療提供体

制との整合性を図っていただくようお願いします。 

なお、「公的医療機関等２０２５プラン」については、別添「公的医療機関等２０

２５プランについて」に示す「地域医療構想調整会議の進め方のサイクル」に沿って、

地域で計画的に議論が進められるよう、可能な限り早期に策定を進めることが重要で

あることから、救急医療や災害医療といった政策医療を主として担う医療機関につい

ては、このサイクルで予定されている３回目の地域医療構想調整会議における議論に

間に合うよう本年９月末までに、その他の医療機関においても、遅くとも４回目の地

域医療構想調整会議において議論できるよう本年 12 月末までに策定を進めていただ

くようお願いします。 

また、本件については、国において都道府県へ地域医療構想調整会議における議論

の状況等についての進捗確認をする中で策定状況等の把握をいたしますが、これに加

え、貴殿に対し直接、貴殿が設置する医療機関の策定状況等について照会をさせて頂

く可能性があることを申し添えます。 

 

  



 

（別記） 

 

日本赤十字社社長 

社会福祉法人恩賜財団済生会会長 

全国厚生農業協同組合連合会会長 

社会福祉法人北海道社会事業協会会長 

独立行政法人地域医療機能推進機構理事長 

国家公務員共済組合連合会理事長 

公立学校共済組合理事長 

日本私立学校振興・共済事業団理事長 

健康保険組合連合会会長 

全国健康保険協会理事長 

独立行政法人国立病院機構理事長 

独立行政法人労働者健康安全機構理事長 

各特定機能病院開設者 

各地域医療支援病院開設者 

 

 

 



 

医政発 0908 第 6 号 

平成 29 年 9 月 8 日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長   

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等２０２５プラン」策定について（依頼） 

 

公的医療機関等（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第７条の２第１項各号に掲げ

る者が開設する医療機関をいう。）や、独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人

労働者健康安全機構が開設する医療機関、地域医療支援病院、特定機能病院（以下「対

象医療機関」という。）については、「地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等２０

２５プラン」策定について（依頼）」（平成 29年 8月 4日付け医政発 0804第２号厚生

労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。）により、地域医療構想（同法第 30

条の４第２項第７号に規定する地域医療構想をいう。）の達成に向けた将来の方向性

を示すための「公的医療機関等２０２５プラン」を策定した上で、当該プランを地域

医療構想調整会議に提示し、議論を行うよう依頼したところである。 

病院事業を設置する地方公共団体においては、「新公立病院改革ガイドライン」（平

成 27年３月 31日付け総財準第 59号総務省自治財政局長通知）を参考に、平成 28年

度中に「新公立病院改革プラン」を策定することとされているが、都道府県、市町村

の開設する病院には、新公立病院改革プランの策定対象とならない病院があることか

ら、それらの病院について、対象医療機関と同様、局長通知を参考に「公的医療機関

等２０２５プラン」を策定するとともに、策定した「公的医療機関等２０２５プラン」

を地域医療構想調整会議に提示し、具体的な議論を進めていただくようお願いする。 

また、その策定期限についても、対象医療機関と同様に、救急医療や災害医療とい

った政策医療を主として担う医療機関については本年９月末までに、その他の医療機

関においても、遅くとも本年 12 月末までに、可能な限り策定いただくようお願いす

る。 

なお、各都道府県におかれては、管内の関係市区町村に対しても、この旨を適切に

周知されたい。 



医 政 地 発 0 6 2 3第 1号 

平 成 2 9 年 6 月 2 3 日 

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

地域医療構想を踏まえた病床の整備に当たり都道府県が留意すべき事項について 

 

都道府県は、医療計画（医療法（昭和23年法律第205号）第30条の４第１項に規定す

る医療計画をいう。以下同じ。）において、二次医療圏（同条第２項第12号に規定する

区域をいう。以下同じ。）ごとに基準病床数（同項第14号に規定する療養病床及び一般

病床の基準病床数をいう。以下同じ。）を定めることとされている。また、医療計画に

おいては、地域医療構想（同項第７号に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。）に

関する事項として、構想区域（同号に規定する構想区域をいう。以下同じ。）における、

病床の機能区分（同法第30条の13第１項に規定する病床の機能区分をいう。以下同じ。）

ごとの将来の病床数の必要量（同法第30条の４第２項第７号に規定する将来の病床数の

必要量をいう。以下同じ。）を定めることとされており、平成28年度末までに、全ての

都道府県において地域医療構想が策定されたところである。 

今後、都道府県において療養病床及び一般病床の整備を行う際には、地域の実情に応

じた質が高く効率的な医療提供体制を目指す観点から、将来の病床数の必要量を踏まえ、

下記の点に留意されたい。 

 

 

記 

 

 

１ 療養病床及び一般病床の整備に当たり留意すべき事項について 

今後、新たに療養病床及び一般病床の整備を行う際には、既に策定されている地

域医療構想との整合性を踏まえて行うこと。 

具体的には、新たな病床の整備を行うに当たり、都道府県医療審議会において、

既存病床数と基準病床数の関係性だけではなく、地域医療構想における将来の病床

数の必要量を踏まえ、以下のような点に留意し、十分な議論を行うこと。 

 

(1) 現状では既存病床数が基準病床数を上回り、追加的な病床の整備ができないが、

高齢化が急速に進むことで、将来の病床数の必要量が基準病床数を上回ることと

なる場合には、 

① 基準病床数の見直しについて毎年検討 

② 医療法第30条の４第７項の規定に基づく基準病床数算定時の特例措置を活

用 

することによって対応が可能であるが、その場合であっても、 



・ 将来の高齢者人口のピークアウト後を含む医療需要の推移 

・ 他の二次医療圏との患者の流出入の状況 

・ 交通機関の整備状況 

などのそれぞれの地域の事情を考慮することが必要となること。 

 

(2) 現状では既存病床数が基準病床数を下回り、追加的な病床の整備が可能である

が、人口の減少が進むこと等により、将来の病床数の必要量が既存病床数を下回

ることとなる場合には、既存病床数と基準病床数の関係性だけではなく、地域医

療構想における将来の病床数の必要量を勘案し、医療需要の推移や、他の二次医

療圏との患者の流出入の状況等を考慮し、追加的な病床の整備の必要性について

慎重に検討を行う必要があること。 

 

 

２ 都道府県医療審議会と地域医療構想調整会議の整合性について 

都道府県医療審議会における議論の際には、地域医療構想調整会議（医療法第30

条の14第１項に規定する協議の場をいう。以下同じ。）における議論との整合性を

確保すること。 

具体的には、新たに病床を整備する予定の医療機関に対して、開設等の許可を待

たず、地域医療構想調整会議への参加を求め、以下の事項等について協議を行うこ

と。 

○ 新たに整備される病床の整備計画と将来の病床数の必要量との関係性 

○ 新たに整備される病床が担う予定の病床の機能と当該構想区域の病床の機能

区分ごとの将来の病床数の必要量との関係性 等 

その上で、都道府県医療審議会における議論の際には、地域医療構想調整会議に

おける協議の内容を参考とすること。 

 

 

３ 第７次医療計画公示前における病院開設等の許可申請の取扱い等について 

現行の医療計画において、無菌病室、集中治療室（ICU）及び心臓病専用病室（CCU）

の病床については、専ら当該病室の病床に収容された者が利用する他の病床が同一

病院又は診療所内に別途確保されているものは、既存病床数として算定しないもの

とされている。これらの病床については、第７次医療計画の策定を念頭に、平成30

年４月１日以降、これまで既存病床数として算定していなかった病床を含めて、全

て既存病床数として算定することとされていることから、今年度において新たに療

養病床及び一般病床の整備を検討する際の判断材料の一つとして、当該病床を既存

病床数に含めて、各二次医療圏における病床の整備状況を評価することが考えられ

るため、必要に応じて検討すること。 

 

 



 

事 務 連 絡 

平 成 29年 ９ 月 29日 

 

各都道府県衛生主管部（局）御中 

 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

 

 

地域医療構想・病床機能報告における回復期機能について 

 

 

地域医療構想における将来推計は患者数をベースに将来の病床の必要量を出してい

るのに対し、病床機能報告制度では様々な病期の患者が混在する病棟について最も適す

る機能１つを選択して報告する仕組みである。例えば回復期機能は、「急性期を経過し

た患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能」を指すもので

あり、当該機能を主として担う病棟が報告されるものであるから、単に回復期リハビリ

テーション病棟入院料等を算定している病棟のみを指すものではない。 

しかしながら、この点の理解が不十分であるために、これまでの病床機能報告では、

主として「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提

供する機能」を有する病棟であっても、急性期機能や慢性期機能と報告されている病棟

が一定数存在することが想定される。 

また、実際の病棟には様々な病期の患者が入院していることから、主として急性期や

慢性期の機能を担うものとして回復期機能以外の機能が報告された病棟においても、急

性期を経過した患者が一定数入院し、在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションが提

供されていたり、在宅医療の支援のため急性期医療が提供されていたりする場合がある

と考えられる。また、回復期機能が報告された病棟においても、急性期医療が行われて

いる場合がある。 

これらを踏まえると、現時点では、全国的に回復期を担う病床が大幅に不足し、必要

な回復期医療を受けられない患者が多数生じている状況ではないと考えているが、病床

機能報告の集計結果と将来の病床の必要量との単純な比較から、回復期機能を担う病床

が各構想区域で大幅に不足しているように誤解させる状況が生じていると想定される。 

このため、今後は、各医療機関に、各病棟の診療の実態に即した適切な医療機能を報

告していただくこと、また、高齢化の進展により、将来に向けて回復期の医療需要の増

加が見込まれる地域では、地域医療構想調整会議において、地域の医療機関の診療実績

や将来の医療需要の動向について十分に分析を行った上で、機能分化・連携を進めてい

ただくことが重要と考えており、地域医療構想の達成に向けた取組等を進める上で、ご

留意いただきたい。 

なお、これに関連して、回復期機能に関してこれまで頂いた質問へのＱＡを別紙のと

おり取りまとめたので、地域医療構想の達成に向けた取組等の参考としていただきたい。 

 

  （担当） 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

藤本、佐藤、竹内、古川 

TEL 03-3595-2186 

E-mail  iryo-keikaku@mhlw.go.jp 



 

（別紙） 

 

（問１）病床機能報告において、回復期機能を選択する場合の基準はあるか。 

（答） 

回復期機能については、「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリ

ハビリテーションを提供する機能」と定義している。このため、リハビリテーショ

ン等を提供していない場合であっても、病棟の患者に対し、主として「急性期を経

過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している病棟については、回復期機

能を選択することが適当と考えられる。 

こうした考え方は、平成29年度病床機能報告の報告マニュアルにおいてもお示し

している。 

 

 

（問２）病床機能報告において回復期機能を選択した病棟では、回復期リハビリテー

ション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料しか算定できず、急性期の入院料

や加算等を算定できないのか。 

（答） 

病床機能報告は、医療機関の各病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を

基に、地域における医療機能の分化・連携を進めることを目的として実施している

ものであり、いずれの医療機能を選択した場合であっても、診療報酬の選択に影響

を与えるものではない。 

この点については、平成29年度病床機能報告の報告マニュアルにおいてもお示し

している。 

 

 

（問３）「地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等２０２５プラン」策定について

（依頼）」（平成29年8月4日付け医政発0804第2号厚生労働省医政局長通知）に添

付された２０２５プランの記載例の中に、「地域に不足する回復期機能を提供す

る」との文言があるが、２０２５プランの策定対象となる公的医療機関等は必ず

回復期機能を担わなければならないこととなるのか。 

（答） 

本記載はあくまで記載例としてお示ししたものにすぎず、公的医療機関等が、今

後、必ず回復期を担わなければならないという趣旨ではない。 

実際の各医療機関の役割については、まずは各医療機関において、診療実績や地

域の実情等を踏まえていずれの医療機能をどの程度担うかについて検討いただい

た後、地域医療構想調整会議で協議・合意形成をいただいた上で決定することが重

要である。 
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地域医療構想の実現プロセス
１． まず、医療機関が「地域医療構想調整会議」で協議を行い、機能分化・連携を進める。都道府県は、

地域医療介護総合確保基金を活用。
２． 地域医療構想調整会議での協議を踏まえた自主的な取組だけでは、機能分化・連携が進まない場合

には、医療法に定められた都道府県知事の役割を適切に発揮。

STEP1   地域における役割分担の明確化と将来の
方向性の共有を「地域医療構想調整会議」で協議

個々の病院の再編に向け、各都道府県での「調整会
議」での協議を促進。

① 救急医療や小児、周産期医療等の政策医療を担
う中心的な医療機関の役割の明確化を図る

② その他の医療機関について、中心的な医療機関
が担わない機能や、中心的な医療機関との連携
等を踏まえた役割の明確化を図る

STEP２「地域医療介護総合確保基金」により支援

都道府県は、「地域医療介護総合確保基金」を活用
して、医療機関の機能分化・連携を支援。

・病床機能の転換等に伴う施設整備・設備整備の
補助等を実施。

STEP３ 都道府県知事による適切な役割の発揮

都道府県知事は、医療法上の役割を適切に発揮し、
機能分化・連携を推進。

【医療法に定められている都道府県の権限】
① 地域で既に過剰になっている医療機能に転換しよう
とする医療機関に対して、転換の中止の命令（公的医
療機関等）及び要請・勧告（民間医療機関）

② 協議が調わない等の場合に、地域で不足している医
療機能を担うよう指示（公的医療機関等）及び要請・勧
告（民間医療機関）

③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、地域で不
足している医療機能を担うよう、開設等の許可に条
件を付与

④ 稼働していない病床の削減を命令（公的医療機関等）
及び要請・勧告（民間医療機関）

※ ①～④の実施には、都道府県の医療審議会の意見を聴く等の
手続きを経る必要がある。

※ 勧告、命令、指示に従わない医療機関には、医療機関名の公
表や地域医療支援病院の承認の取消し等を行うことができる。
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その他調整会議の運営に当たり留意すべき事項

調整会議の開催時期等

１ 方向性の共有に向けて

構想区域における将来の医療提供体制の方向性を共有することが重要である。
そのため、各都道府県においては、地域医療構想の策定後、できるだけ速やかに調整会

議を開催することが望ましい。

２ 調整会議の定期的な開催による情報の共有等について

毎年１０月には、各医療機関から病床機能報告が各都道府県に対して行われる。
病床機能報告の内容を参考にしながら、構想区域における医療提供体制の構築に向けた

進捗状況を確認することが重要なことから、報告の時期等を踏まえ定期的に開催すること

が望ましい。

３ 調整会議の臨時開催について
各構想区域における方向性と異なる病床整備等を行おうとする計画等が明らかとなった

場合や、新たに地域医療に参入したいと希望する医療機関の計画等が明らかとなった場合

は、その都度開催する。

平成28年８月31日 第２回
地域医療構想に関するWG
資料２を一部改変
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3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

・都道府県職員研修（前期）
・データブック配布及び説明会
・基金に関するヒアリング

・都道府県職員研修（中期）
・地域医療構想の取組状況の
把握

・都道府県職員研修（後期）
・病床機能報告の実施

（平成29年度については、第
７次医療計画に向けた検討を
開始）

●具体的な機能分化・連携に向
けた取組の整理について
・県全体の病床機能や５事業等
分野ごとの不足状況を明示

●病床機能報告や医療計画
データブック等を踏まえた役
割分担について確認

・不足する医療機能の確認
・各医療機関の役割の明確化
・各医療機関の病床機能報告
やデータブックの活用

●機能・事業等ごとの不足を
補うための具体策についての
議論

・地域で整備が必要な医療機
能を具体的に示す
・病床機能報告に向けて方向
性を確認

●次年度における基金の活用
等を視野に入れた議論

・次年度における基金の活用
等を視野に入れ、機能ごとに
具体的な医療機関名を挙げた
うえで、機能分化・連携若し
くは転換についての具体的な
決定

●次年度の構想の具体的な取
組について意見の整理

・地域において不足する医療
機能等に対応するため、具体
的な医療機関名や進捗評価の
ための指標、次年度の基金の
活用等を含むとりまとめを行
う

●病床機能の分化・連携に向けた好事例や調整困難事例について収集・整理（国において全国状況を整理）
●地域住民・市区町村・医療機関等に対する情報提供（議事録の公開、説明会等）

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

：国から都道府県へ進捗確認

○ 次のような年間のスケジュールを毎年繰り返すことで、地域医療構想の達成を目指す。

地域医療構想調整会議の進め方のサイクル（イメージ）

4
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地域医療構想調整会議における議論の進捗状況を把握する際に
都道府県に対し確認する事項について①（案）

１．調整会議の開催状況等（構想区域毎）
開催日、会議名称、参加者、議事・協議内容、決定事項（例：整備計画）

２．データ共有の状況等（構想区域毎）
(1) 病床機能報告における未報告医療機関への対応状況

(2) 病棟単位で非稼働である病棟に関する現状把握

(3) 区域全体の病床機能報告の病床機能ごとの病床数の経年変化と、病床の必要
量との比較

(4) 各医療機関の病床機能報告結果の変化（６年後に過剰な病床機能へ転換しよ
うとしている医療機関の把握を含む）

(5) 病床機能報告データやデータブック等を活用した、地域において各医療機関
が担っている役割に関する現状分析と共有

○ 都道府県の地域医療構想の達成に向けた取組状況や課題について共有し、地域医療構想
調整会議における議論を活性化することが重要。このため、次の事項について、各都道府
県に対して、定期的に確認することとしてはどうか。

特に、有効と考えられる分析方法等については、各都道府県に対し共有する。
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地域医療構想調整会議における議論の進捗状況を把握する際に
都道府県に対し確認する事項について②（案）

３．具体的な機能分化・連携に向けた取組について（構想区域毎）
(1) 第７次医療計画における５疾病５事業及び在宅医療等の中心的な医療機関が担う
役割について
（第７次医療計画の策定に向けて新たに検討が必要な事項の例）
• 心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制における慢性期（再発・増悪予防）の役割
• 小児医療体制における「小児地域支援病院」の役割
• 災害医療体制における「災害拠点精神科病院」の役割 等

(2) 平成29年３月末までに策定が完了している新公立病院改革プランと当該構想区域
における公立病院の担うべき役割について
（→齟齬がある場合には、必要に応じてプランの見直しが必要）

(3) 特定機能病院の地域における役割と病床機能報告内容の確認について

４．調整会議での協議が調わないとき等の対応について
平成29年度は、調整会議における議論の状況等について把握

５．地域住民・市区町村・医療機関等への普及啓発の状況（全県・構想区域毎）
調整会議の資料及び議事録の公表、住民説明会の開催等
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（参考）



② 地域医療構想の実現、医療計画・介護保険事業計画の整合的な策定等

地域医療構想の実現に向けて地域ごとの「地域医療構想調整会議」での具体的議論を促進

する。病床の役割分担を進めるためデータを国から提供し、個別の病院名や転換する病床数

等の具体的対応方針の速やかな策定に向けて、２年間程度で集中的な検討を促進する。これ

に向けて、介護施設や在宅医療等の提供体制の整備と整合的な慢性期機能の再編のための地

域における議論の進め方を速やかに検討する。このような自主的な取組による病床の機能分

化・連携が進まない場合には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在

り方について、速やかに関係審議会等において検討を進める。また、地域医療介護総合確保

基金について、具体的な事業計画を策定した都道府県に対し、重点的に配分する。

地域医療構想における2025年（平成37年）の介護施設、在宅医療等の追加的必要量（30

万人程度）を踏まえ、都道府県、市町村が協議し整合的な整備目標・見込み量を立てる上で

の推計の考え方等を本年夏までに示す。

「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年６月９日閣議決定）［抜粋］
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